
墨 田 区（報道）            

                  令和 6 年 11 月 5 日 佐藤 
～ 保健所・子育て・教育それぞれの分野が相互につながり切れ目ない支援を行います ～ 

新たな複合施設「すみだ保健子育て
総合センター」を本日から開設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《写真》①施設外観       ②区民ロビー          ③記念式典区長あいさつ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《概要》すみだ保健子育て総合センター 

所在地：墨田区横川 5-7-4 
開設日：令和 6 年 11 月5 日（火） 
開館時間：保健所         平日 午前8 時30 分～午後 5 時 00 分 
     教育センター      平日 午前9 時00 分～午後 5 時 00 分 
      （※ 教育相談室は土曜日･日曜日も開設） 
     子育て支援総合センター 平日 午前9 時00 分～午後 6 時 00 分 

  詳細（区 HP）： https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/new-hokensisetu/shinhokenshisetsu.html 
《問合せ》保健衛生担当 新保健施設等開設準備室  ℡ 03-5608-1587 
    ※ お問い合わせは午後 5 時までにお願いします。（広報広聴担当 ℡03-5608-6220） 

墨田区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

区は本日、保健所、子育て支援総合センター、教育センターの３つの機能を集約した新たな複合施設
「すみだ保健子育て総合センター」（墨田区横川5-7-4）を開設しました。 

この施設は、向島・本所両保健センターの老朽化や、区民の健康意識の高まりなどから、保健所を核
として、教育や子育てなど幅広い課題に対応することができる総合的な保健施設として「つなぐ・つな
がる」をコンセプトに整備を進めてきました。 

施設の開設によって、これまで区内に点在していた保健所などの拠点を一か所に集約し、保健師をは
じめとした幅広い専門職が結集し、さまざまな区民サービスを展開できるようになることが最も大きな
強みになります。特に、保健、子育て、教育の３つの分野が、相互に連携することで、妊娠・出産期か
ら学齢期まで、切れ目ない支援を充実し、さらに、施設内には東京都との連携により、江東児童相談所
のサテライトオフィスを設置して、都と連携した子育て支援も展開していきます。 

また、施設内には利用者のプライバシーに配慮した相談室を多数設けており、より相談がしやすい環
境を整備しています。複合施設としての強みも活かし、共用相談室を活用することで、ワンストップ型
の相談体制も確立していきます。 

さらに本施設は、「ターミナル備蓄倉庫」としての役割を果たし、大規模災害時には、各地から届けら
れる支援物資を、区内各所にスムーズに分配する拠点としても機能します。 

区は、本施設の活用により、相談支援の体制をより一層充実させ、区民の健康をさらに推進するだけ
でなく、お子さんやご家庭に不安・悩みを抱える区民に寄り添うことで、「こども まんなか すみだ」の
実現に向けて引き続き取り組みます。 

https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/new-hokensisetu/shinhokenshisetsu.html

